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◇

ﾎーﾑｽﾃｲの謝礼金に税金は？

Q:私は、財団法人世界青少年交流協会が

招へいした外国の青少年をホームステイさせ

るために、私の家に10日間程滞在させまし

た。これに伴い同協会から謝礼金として1人

1泊当たり5千円が支給されましたが、この

謝礼金について税金がかかるのでしょうか。

ヱヘ：謝礼金は課税しないこととして取り扱

われています。

【解説】

国際友好親善を促進することを目的として

各種の業務を実施している国際交流基金では、

その業務の一つとして適切な人物を海外から

招へいするとともに、招へいした外国人がホ
ームステイを行う場合には、日本の家庭が積

極的に受け入れてくれるよう2泊3日以上滞

在させた受入家庭に対して謝礼金を支給する

ことにしています。

この謝礼金は、受入家庭の負担する食事代、

その他の諸経費の一部に充てるため1人1泊

5千円（1家庭当たり1人が年間3カ月滞在

する場合の額を限度とします。）を限度とし、

財団法人世界青少年交流協会などのホームス

テイの実施機関を通じて支払うことになって

います。

ご質問の謝礼金についての取り扱いですが、

謝礼金は、受入家庭の善意によって負担する

諸経費の実費弁償的性格を有していること、

1家庭当たり1人が年間3カ月滞在する場合

の額を限度としているため支給額が多額にな

らないことから、あえて課税しないこととし

ています。
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